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(57)【要約】
【課題】積層型電池において、電極体への穴明け加工を
不要とする構成を備える積層型電池を提供する。
【解決手段】この積層型電池１においては、第１集電筐
体５Ａ、第２集電筐体５Ｂ、および、第３集電筐体５Ｃ
は、電極体３の積層方向において、電極体３に対向する
対向部１０を含み、第１集電筐体５Ａおよび第２集電筐
体５Ｂは、対向部１０の縁部から第２方向側に位置する
電極体３の正極張出部５０,５１が位置する第１側部を
覆うように第２方向側に延び、その内面が正極張出部５
０,５１の端辺５２,５３に電気的に接続される正極側壁
部１１,１２を含み、第２集電筐体５Ｂおよび第３集電
筐体５Ｃは、対向部１０の縁部から第１方向側に位置す
る電極体３の負極張出部５４,５５が位置する第２側部
を覆うように第１方向側に延び、その内面が負極張出部
５４,５５の端辺５６,５７に電気的に接続される負極側
壁部３１,３２を含む。
【選択図】図２



(2) JP 2018-45947 A 2018.3.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　正極板と負極板と間にセパレータを介在させながら、複数の前記正極板および複数の前
記負極板が交互に積層された電極体と、
　導電性を有し、前記電極体を内部に収容する筐体と、を備え、
　前記電極体は、積層方向に配置される第１電極体および第２電極体を含み、
　前記第１電極体および前記第２電極体において、
　前記正極板は、前記負極板よりも側方に張り出す正極張出部を含み、
　前記負極板は、前記正極板よりも側方に張り出す負極張出部を含み、
　前記筐体は、
　前記第１電極体から見て前記第２電極体が位置する側とは反対の第１方向側に配置され
る第１集電筐体と、
　前記第１電極体と前記第２電極体との間に配置され、前記第１集電筐体に対して電気的
に絶縁された第２集電筐体と、
　前記第２電極体から見て前記第２集電筐体が位置する側とは反対の第２方向側に配置さ
れ、前記第２電極体に対して電気的に絶縁された第３集電筐体と、
を含み、
　前記第１集電筐体、前記第２集電筐体、および、前記第３集電筐体は、それぞれ前記電
極体の積層方向において、前記電極体に対向する対向部を含み、
　前記第１集電筐体および前記第２集電筐体は、それぞれ前記対向部の縁部から前記第２
方向側に位置する前記電極体の前記正極張出部が位置する第１側部を覆うように前記第２
方向側に延び、その内面が前記正極張出部の端辺に電気的に接続される正極側壁部を含み
、
　前記第２集電筐体および前記第３集電筐体は、それぞれ前記対向部の縁部から前記第１
方向側に位置する前記電極体の前記負極張出部が位置する第２側部を覆うように前記第１
方向側に延び、その内面が前記負極張出部の端辺に電気的に接続される負極側壁部を含む
、積層型電池。
【請求項２】
　前記正極張出部は、対向する位置に一対設けられ、
　前記正極側壁部は、夫々の前記正極張出部に電気的に接続されるように一対設けられ、
　前記負極張出部は、対向する位置に一対設けられ、
　前記負極側壁部は、夫々の前記負極張出部に電気的に接続されるように一対設けられて
いる、請求項１に記載の積層型電池。
【請求項３】
　前記正極張出部の前記端辺、その全長において前記正極側壁部に電気的に接続され、
　前記負極張出部の前記端辺は、その全長において前記負極側壁部に電気的に接続されて
いる、請求項１または請求項２に記載の積層型電池。
【請求項４】
　前記第１集電筐体の、前記対向部の縁部および前記正極側壁部の縁部は、対応する前記
第２集電筐体の、前記対向部の縁部および前記負極側壁部の縁部と、絶縁部材を介して当
接し、
　前記第２集電筐体の、前記対向部の縁部および前記正極側壁部の縁部は、対応する前記
第３集電筐体の、前記対向部の縁部および前記負極側壁部の縁部と、絶縁部材を介して当
接している、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の積層型電池。
【請求項５】
　前記筐体は、前記電極体の積層方向からみて矩形形状を有し、
　前記第１電極体および前記第２電極体において、いずれも、
　前記正極張出部は、対向する位置に一対のみ設けられ、
　前記負極張出部は、対向する位置に一対のみ設けられ、
　前記第１集電筐体、前記第２集電筐体、および、前記第３集電筐体において、いずれも
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、
　前記正極側壁部を一対のみ有し、
　前記負極側壁部を一対のみ有する、
請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の積層型電池。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、積層型電池の構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から充放電可能な各種二次電池について提案されている。たとえば、特許第５３６
９３４２号公報（特許文献１）に記載された二次電池は、積層型電池であり、筒状の外装
体と、外装体内に配置された電極体と、電極体を貫通する棒状の軸部とを備える。電極体
においては、正極板と負極板とが交互に配置され、正極板と負極板との間にはセパレータ
が配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５３６９３４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように構成された積層型電池においては、集電体として棒状の軸部を用いて、負
極板との電気的接触を図っている。しかしながら、棒状の軸部を用いる場合には、電極体
に軸部を貫通させるための穴明け加工が別途必要になる。軸部としての別部品も必要とな
る。
【０００５】
　この発明の目的は、上記のような課題に鑑みてなされたものであって、積層型電池にお
いて、電極体への穴明け加工を不要とする構成を備える積層型電池を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この積層型電池は、正極板と負極板との間にセパレータを介在させながら、複数の上記
正極板および複数の上記負極板が交互に積層された電極体と、導電性を有し、上記電極体
を内部に収容する筐体とを備える。
【０００７】
　上記電極体は、積層方向に配置される第１電極体および第２電極体を含み、上記第１電
極体および上記第２電極体において、上記正極板は、上記負極板から側方に張り出す正極
張出部を含み、上記負極板は、上記正極板から側方に張り出す負極張出部を含む。
【０００８】
　上記筐体は、上記第１電極体から見て上記第２電極体が位置する側とは反対の第１方向
側に配置される第１集電筐体と、上記第１電極体と上記第２電極体との間に配置され、上
記第１集電筐体に対して電気的に絶縁された第２集電筐体と、上記第２電極体から見て上
記第２集電筐体が位置する側とは反対の第２方向側に配置され、上記第２電極体に対して
電気的に絶縁された第３集電筐体とを含む。
【０００９】
　上記第１集電筐体、上記第２集電筐体、および、上記第３集電筐体は、それぞれ上記電
極体の積層方向において、上記電極体に対向する対向部を含み、上記第１集電筐体および
上記第２集電筐体は、それぞれ上記対向部の縁部から上記第２方向側に位置する上記電極
体の上記正極張出部が位置する第１側部を覆うように上記第２方向側に延び、その内面が
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